
■宿泊予定日に気象警報が発令された場合のキャンセル料について 

宿泊予定日に宿泊者当人の在住地または長野県中部諏訪地域に以下の警報が発令された場

合は 7 日前から発生するキャンセル料金は免除させていただきます。 

・大雨警報 

・洪水警報 

・暴風警報 

・大雪警報 

・暴風雪警報 

これ以外のキャンセルの場合はお一人様（宿泊利用料+食事代）２~７日前 30％、前日 50％

（１０名以内）、当日 100％のキャンセル料金をいただきます。 

※詳しくは蓼科保養所ホームページをご覧ください。 

 

■新型コロナウィルス感染者、及び濃厚接触者のキャンセル料について 

宿泊者が新型コロナウィルス感染者、濃厚接触者となり宿泊予定日が待機期間となった場

合は、７日前から発生するキャンセル料金は以下の内容となります。 

 

宿泊利用料に対しては免除とさせていただきますが、お一人様お食事料金として２~７日前

30％/1,025 円、前日 50％/1,705 円、当日 100％/3,410 円のキャンセル料金をいただきま

す。 

但しオプションで特別料理・単品料理をご注文の際には該当料金に対して上記割合のキャ

ンセル料金をいただきます。 

 

 


